
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　心臓を含む臓器を解析対象物として、その解析対象物の運動を解析する医用運動解析装
置において、
　前記解析対象物の各部分の時系列運動情報を取得する運動情報取得手段と、
　前記時系列運動情報を主成分分析して主成分の方向を求め、この主成分の方向が、前記
解析対象物の拡張収縮方向を示す解析座標系の主軸であると する運動方向推定手
段と、
　前記推定された解析座標系における前記解析対象物の各部分の運動成分を算出する運動
成分算出手段と、
　を具備する
　ことを特徴とする医用運動解析装置。
【請求項２】
　前記時系列運動情報が、前記解析対象物の各部分の時系列速度データである
　ことを特徴とする請求項１記載の医用運動解析装置。
【請求項３】
　前記時系列運動情報が、前記解析対象物の各部分の時系列位置データである
　ことを特徴とする請求項１記載の医用運動解析装置。
【請求項４】
　前記時系列運動情報が、前記解析対象物の各部分の時系列組織歪データを含み、
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　前記解析対象物の各部分において前記解析座標系での歪データを算出する歪データ変換
手段を具備する
　ことを特徴とする請求項１から３のうちいずれか一項に記載の医用運動解析装置。
【請求項５】
　前記時系列運動情報が、前記解析対象物の各部分の時系列組織歪速度データを含む
　ことを特徴とする請求項１から３のうちいずれか一項に記載の医用運動解析装置。
【請求項６】
　前記解析対象物が心臓であり、
　前記解析座標系における前記心臓の複数の部分の運動成分から前記心臓の収縮中心を推
定する収縮中心推定手段を具備する
　ことを特徴とする請求項１から５のうちいずれか一項に記載の医用運動解析装置。
【請求項７】
　前記解析対象物が心臓であり、
　前記時系列運動情報が、前記心臓の心拍から算出された期間内の時系列運動情報である
　ことを特徴とする請求項１から６のうちいずれか一項に記載の医用運動解析装置。
【請求項８】
　心臓を含む臓器を解析対象物として、その解析対象物の運動をコンピュータによって解
析する医用運動解析方法において、
　前記コンピュータによって 時系列運動情報を主成
分分析して主成分の方向を求め、この主成分の方向が、前記解析対象物の拡張収縮方向を
示す解析座標系の主軸であると する運動方向推定ステ
ップと、
　前記推定された解析座標系における前記解析対象物の各部分の運動成分を前記コンピュ
ータによって算出する運動成分算出ステップと、
　を具備する
　ことを特徴とする医用運動解析方法。
【請求項９】
　心臓を含む臓器を解析対象物として、その解析対象物の運動を解析するための医用運動
解析プログラムであって、コンピュータに、
　前記解析対象物の各部分の時系列運動情報を取得する運動情報取得機能と、
　前記時系列運動情報を主成分分析して主成分の方向を求め、この主成分の方向が、前記
解析対象物の拡張収縮方向を示す解析座標系の主軸であると する運動方向推定機
能と、
　前記推定された解析座標系における前記解析対象物の各部分の運動成分を算出する運動
成分算出機能と、
　を実現させる医用運動解析プログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、臓器などの運動を解析する医用運動解析装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
心臓病等の診断において、臓器運動を正確に測定することは重要である。このため、これ
までに臓器部分の２次元または３次元運動情報を取得する手法が提案されている（西浦正
英　他、“部分形状拘束輪郭モデルによる超音波心壁動的輪郭抽出法”，電子情報通信学
会論文誌（Ｄ－ II） , ｖｏｌ．Ｊ８３－Ｄ－ II，ｎｏ． 1 ，ｐｐ．１８３－１９０，Ｊａ
ｎ．２０００）、（梅原幹雄　他、電子情報通信学会論文誌（Ｄ－ II），ｖｏｌ．Ｊ７９
－Ｄ－ II，ｎｏ．２，ｐｐ．２８６－２９４，Ｆｅｂ．１９９６）。
【０００３】
これらの手法では直接得られる運動情報とは、直交するｘ軸、ｙ軸、ｚ軸方向の位置変化
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や速度である。
【０００４】
一方、心臓の運動を例にとってみると、心室壁の典型的な運動は、収縮／拡張方向の運動
と、ねじれや回転等による収縮／拡張方向とは異なる方向の運動に分けて考えることがで
きる。心臓病の診断等においては、運動の主要成分である収縮／拡張方向を主軸にとった
運動情報の方が意味理解に適している。
【０００５】
こうした観点から、従来は事前に仮定された収縮中心へ向かう方向の運動成分を得る方法
や、別途得られる輪郭線に直交した方向の運動成分を得る方法がある（特開平１０－９９
３３４等）。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、これらの方法はあくまでも運動方向は仮定されたものであり、実際の運動方向を
反映するものではない。
【０００７】
そこで、本発明は、臓器の運動方向についての仮定を行うこと無しに、診断上有用な運動
情報を得ることができる医用運動解析装置及びその方法を提供する。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　請求項１の発明は、心臓を含む臓器を解析対象物として、その解析対象物の運動を解析
する医用運動解析装置において、前記解析対象物の各部分の時系列運動情報を取得する運
動情報取得手段と、　前記時系列運動情報を主成分分析して主成分の方向を求め、この主
成分の方向が、前記解析対象物の拡張収縮方向を示す解析座標系の主軸であると
する運動方向推定手段と、前記推定された解析座標系における前記解析対象物の各部分の
運動成分を算出する運動成分算出手段と、を具備することを特徴とする医用運動解析装置
である。
【０００９】
請求項２の発明は、前記時系列運動情報が、前記解析対象物の各部分の時系列速度データ
であることを特徴とする請求項１記載の医用運動解析装置である。
【００１０】
請求項３の発明は、前記時系列運動情報が、前記解析対象物の各部分の時系列位置データ
であることを特徴とする請求項１記載の医用運動解析装置である。
【００１１】
請求項４の発明は、前記時系列運動情報が、前記解析対象物の各部分の時系列組織歪デー
タを含み、前記解析対象物の各部分において前記解析座標系での歪データを算出する歪デ
ータ変換手段を具備することを特徴とする請求項１から３のうちいずれか一項に記載の医
用運動解析装置である。
【００１２】
請求項５の発明は、前記時系列運動情報が、前記解析対象物の各部分の時系列組織歪速度
データを含むことを特徴とする請求項１から３のうちいずれか一項に記載の医用運動解析
装置である。
【００１３】
請求項６の発明は、前記解析対象物が心臓であり、前記解析座標系における前記心臓の複
数の部分の運動成分から前記心臓の収縮中心を推定する収縮中心推定手段を具備すること
を特徴とする請求項１から５のうちいずれか一項に記載の医用運動解析装置である。
【００１４】
請求項７の発明は、前記解析対象物が心臓であり、前記時系列運動情報が、前記心臓の心
拍から算出された期間内の時系列運動情報であることを特徴とする請求項１から６のうち
いずれか一項に記載の医用運動解析装置である。
【００１５】

10

20

30

40

50

(3) JP 3715580 B2 2005.11.9

意味付け



　請求項８の発明は、心臓を含む臓器を解析対象物として、その解析対象物の運動をコン
ピュータによって解析する医用運動解析方法において、前記コンピュータによって

時系列運動情報を主成分分析して主成分の方向を求め、こ
の主成分の方向が、前記解析対象物の拡張収縮方向を示す解析座標系の主軸であると

する運動方向推定ステップと、前前記推定された解析座標
系における前記解析対象物の各部分の運動成分を前記コンピュータによって算出する運動
成分算出ステップと、を具備することを特徴とする医用運動解析方法である。
【００１６】
　請求項９の発明は、心臓を含む臓器を解析対象物として、その解析対象物の運動を解析
するための医用運動解析プログラムであって、コンピュータに、前記解析対象物の各部分
の時系列運動情報を取得する運動情報取得機能と、前記時系列運動情報を主成分分析して
主成分の方向を求め、この主成分の方向が、前記解析対象物の拡張収縮方向を示す解析座
標系の主軸であると する運動方向推定機能と、前記推定された解析座標系におけ
る前記解析対象物の各部分の運動成分を算出する運動成分算出機能と、を実現させる医用
運動解析プログラムである。
【００１７】
本発明によれは、心臓や胃等の臓器の運動方向についての仮定や、仮定に基づく手動設定
作業無しに、診断上有用な運動情報を提供することが可能となる。
【００１８】
【発明の実施の形態】
（第１の実施例）
以下、本発明の第１の実施例を図１から図６に基づいて説明する。
【００１９】
図１は、本実施例の医用運動解析装置１０の構成図である。この医用運動解析装置１０で
は、臓器の一つである心臓を解析対象物とする。
【００２０】
図１に示すように、医用運動解析装置１０は、解析対象物の運動情報を得る運動情報取得
部１２と、得られた運動情報の時系列データを記憶する運動情報記憶部１４と、運動情報
の時系列データから運動方向の主要成分方向を推定する運動方向推定部１６と、推定され
た運動方向を主軸とした運動成分値を算出する運動成分算出部１８と、算出された運動成
分値を出力または表示する出力部２０とで構成される。
【００２１】
これら各部１２から２０の機能は、コンピュータに記憶されたプログラムによって実現で
きる。
【００２２】
以下に医用運動解析装置１０の処理の流れに沿って説明する。
【００２３】
まず、超音波診断装置、ＭＲＩ、ＣＴ等の別の手段によって得られた心臓の動きを撮影し
た時系列画像を取得する。
【００２４】
そして、この時系列画像を解析して、心臓の各部分の運動情報が運動情報取得部１２に入
力される。ここで心臓の各部分の運動情報とは、各部分における位置座標や速度データ等
の時系列データである。
【００２５】
時系列の画像から、解析対象物の各点を追跡する手法としては、例えば輝度勾配からオプ
ティカルフローを算出する手法や、パターンマッチングによる追跡法がある。
【００２６】
パターンマッチングでは、ある時刻における画像において、追跡点付近の画像をテンプレ
ート画像として取得し、他の時刻における画像について、テンプレート画像に最も似たパ
ターンを持つ位置を追跡点として検出する。似たパターンの評価は、例えば相関や差分等
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を用いる方法がある。
【００２７】
このような手法を用いて、解析対象物の各部分の位置座標を得ることができ、位置座標を
時間微分することで速度を得ることができる。
【００２８】
以下、本実施例では、各部分の運動情報が２次元の速度データである場合について説明す
る。速度データは、心臓の各部位各点におけるｘ方向成分値、ｙ方向成分値である。
【００２９】
入力された速度データｖ＝（ｖｘ 　 ，ｖｙ 　 ）は、運動情報記憶部１４に順次記憶される
。ここで、ｖｘ 　 ，ｖｙ 　 はそれぞれ、ｘ軸方向、ｙ軸方向の速度成分である。
【００３０】
次に、運動方向推定部１６では、速度データの時系列データから主要な運動方向の推定を
行う。運動方向の推定は、例えば主成分分析を用いる。今、時刻ｔにおける速度をｖｔ 　

＝（ｖｘ 　
ｔ 　 ，ｖｙ 　

ｔ 　 ) と表す。
【００３１】
【数１】
　
　
　
　
　
　
　
となる。速度データの共分散行列Ｃは、
【数２】
　
　
　
　
　
　
と計算される。主成分分析は、共分散行列Ｃの固有ベクトルを求めることで計算される。
つまり、
【数３】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
となる固有ベクトルｐｋ 　 を求める。主成分はｐ１ 　 である。
【００３２】
運動方向推定を概念的に図示したものが図２である。
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【００３３】
図２において、各時刻における速度がプロットで表されている。主成分分析により、速度
のばらつきの最も大きい方向が主成分ｐ１ 　 として算出される。つまり、心臓の収縮／拡
張運動のように主要な運動成分が収縮／拡張方向である場合には、主成分ｐ１ 　 としてこ
の収縮／拡張方向が算出されることになる。
【００３４】
そして、この主成分ｐ１ 　 の方向が、心臓の収縮／拡張方向を示す解析座標系の主軸とな
る。
【００３５】
次に、主成分分析で求まった解析座標に基づいて、心臓の各部位各点におけるｘ方向成分
値、ｙ方向成分値の速度データを変換する。すなわち、心臓の各部位各点における速度ベ
クトル方向の運動成分Ｖｋ 　 が、下記の式を用いて運動成分算出部１８で計算される。
【００３６】
【数４】
　
　
　
　
これにより、元はｘ軸方向成分、ｙ軸運動成分で表されていた速度を、診断上の意味を理
解しやすい心臓の収縮／拡張方向成分とそれに直交する方向成分の解析座標系で表すこと
ができる。
【００３７】
また、心臓の収縮／拡張方向に注目することで、診断上意味のある正負の符号の付いた速
度の大きさを算出することが可能となる。従来のｘ軸方向成分、ｙ軸推定成分で表された
速度では、診断上意味のある動き方向が不明なため、意味ある符号付けはできず、速度の
大きさは絶対値で表すか（図３参照）、または、仮定された収縮中心へ向かう方向の成分
を算出するしかなかった。しかし本実施例によると、診断上意味のある動き方向が速度デ
ータ自身から算出されるため、この軸方向に関して正負の符号が付いた速度の大きさを得
ることが可能となる（図４参照）。つまり、収縮方向の速度であるのか、拡張方向の速度
であるのかを区別することが可能となる。
【００３８】
また、主軸方向以外の方向の速度成分に対する意味付けも可能となる。例えば、主軸方向
を収縮／拡張方向とした場合、他方の軸方向は回転方向と意味付けることも可能である。
【００３９】
最後に出力部２０では、主成分方向及びその他方向の方向ベクトルと、主成分方向及びそ
の他方向の速度成分の時系列データが出力される。図示されないディスプレイーやプリン
ター等の別手段において、速度データのグラフ表示や画像への重畳表示等を行うことが可
能である。また、画像上に図５に示すように主成分方向を明示すると、運動状態及び出力
される速度データの理解の助けとなる。
【００４０】
なお、図６に示すように、付加的な機能として、心臓壁の複数部分の速度データについて
の複数の主成分方向から、最小二乗法等により収縮中心の推定を行うことも可能である。
【００４１】
（第２の実施例）
次に本発明の第２の実施例について図７から図１２に基づいて説明する。
【００４２】
本実施例の医用運動解析装置１００は、運動情報として速度データと心筋の歪データが取
得される場合であり、主要な運動方向を主軸とする座標系において、歪（伸び縮みの度合
い）を求める例である。また本実施例では、運動方向算出に用いる時系列速度データの時
間区間を、心拍情報から算出する。
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【００４３】
本実施例の医用運動解析装置１００の構成図を図７に示す。
【００４４】
図７に示すように、医用運動解析装置１００は、心臓の各部分における速度データと歪デ
ータを得る運動情報取得部１１２と、得られた時系列速度データを記憶する速度データ記
憶部１１４と、歪データを記憶する歪データ記憶部１１６と、時系列速度データから運動
方向の主要成分方向を推定する運動方向推定部１１８と、推定された運動方向を主軸とし
た速度成分値を算出する速度成分算出部１２０と、運動方向推定部１１８で推定された主
要運動方向を主軸とする座標系に歪データを変換する歪データ変換部１２２と、変換後の
速度成分値及び歪データを出力または表示する出力部１２４とで構成される。
【００４５】
運動情報取得部１１２では、速度データと歪データが順次入力される。速度データは、心
臓の各部位各点におけるｘ方向成分値、ｙ方向成分値である。歪データは、ｘ方向の伸縮
を表すｅｘ ｘ 、ｙ方向の伸縮を表すｅｙ ｙ 、ずれを表すｅｘ ｙ といった、歪テンソルの値
が心臓各部位各点について入力される。これらの歪データにより、図９に示すような伸縮
とずれを表すことができる。速度データは速度データ記憶部１１４に記憶され、歪データ
は歪データ記憶部１１６に記憶される。歪テンソルは、次式である。
【００４６】
【数５】
　
　
　
　
　
　
次に、第１の実施例と同様に、時系列の速度データから心臓各部位における運動の主軸が
主成分分析により算出される。第２の実施例では、例えば図８に示すように、主成分分析
に用いる時系列データの時間幅を心拍情報から算出する。
【００４７】
具体例で説明すると、心拍数が６０であった場合には、１心拍にに要する時間は１秒であ
るので、過去１秒分の時系列データからの運動の主軸を算出すると良い。あるいは、安定
性向上のために過去数心拍分の時系列データを用いても良いし、逆に運動変化への追従性
向上のために、半心拍分の時系列データを用いても良い。いずれにしても、心拍情報を基
に、使用する時間区間を決定することで、心臓の運動に対する合理的な時間区間を適応的
に算出することが可能となる。
【００４８】
心臓の運動では、心筋の運動方向と心筋厚の変化方向は近いと考えることができる。そこ
で、運動方向推定部１１８で推定された主要運動方向を主軸に持つ座標系に、歪データを
変換する。推定された主軸と、元のｘ軸との角度をφとすると、変換後の歪テンソルは次
式で計算される。
【００４９】
【数６】
　
　
　
　
　
　ここで、Ｒは角度をφの回転変換である。このような変換により、運動方向を

とする歪データを表すことで、心臓の動きをより適切に説明することのできる量
、例えば心筋厚の変化量を得ることが可能となる（図１０、１１）。そして、変換後の歪
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テンソルＥｐ 　 の要素であるｅｐ ｘ ｘ 　 は心筋厚の歪を表し、ｅｐ ｙ ｙ 　 は心筋に沿った
方向の歪を表すことになる。
【００５０】
最後に出力部１２２では、変換された速度データと歪データが出力される。また、図１２
のように心筋の部分ごとに心筋厚の歪分布をグラフ化しても良い。このようにすることで
、心筋のどの部分が異常であるかを把握しやすい。
【００５１】
（変更例）
２つの実施例においては、２次元の速度データを扱う場合について例示したが、３次元の
速度データに対しても同様の処理をすることができる。また速度データや歪データだけで
なく、歪速度等、他の量に対しても同様の処理をすることができる。
【００５２】
【発明の効果】
本発明によれば、臓器の運動方向についての仮定や仮定に基づく手動設定作業無しに、診
断上有用な運動情報を提供することが可能となり、診断の高精度化及び効率化に大きく寄
与する。
【図面の簡単な説明】
【図１】第１の実施例のの医用運動解析装置の構成図である。
【図２】時系列速度ベクトルの主成分方向の例である。
【図３】絶対値で表示された速度の例である。
【図４】主成分方向成分の正負区別された速度の例である。
【図５】主成分方向の表示例である。
【図６】収縮中心推定の説明図である。
【図７】第２の実施例のの医用運動解析装置の構成図である。
【図８】運動方向推定に用いる区間を説明する図である。
【図９】歪の様子を説明する図である。
【図１０】変換前の座標系における歪の説明図である。
【図１１】変換後の座標系における歪の説明図である。
【図１２】心筋厚歪分布の表示例である。
【符号の説明】
１０　　医用運動解析装置
１２　　運動情報取得部
１４　　運動情報記憶部
１６　　運動方向推定部
１８　　運動成分算出部
２０　　出力部
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】
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